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第1章　総　　　則

1， 基本原則
（1） 安全はすべてに優先する。自分の安全は自分で守り、また、定められたルールや注意事項を守って、参加者一人ひとりが健康安全と事故の発生防止に努め、楽しく快適な第１９回栃木県連盟キャンポリー大会（以下「１９ＴＣ」とする）の活動ができるよう心がける。
（2） スカウトは、他のスカウトと協力して、互いの安全を確認し助け合って行動するとともに、隊長及び関係指導者の指示に従って行動する。
（3） 指導者は集散の移動及び大会中を通じて、常に安全指導・安全管理についての万全の配慮をする。また、定められた注意事項を履行し、安全確保が習慣化するよう指導する。
（4） 参加者が自己の不注意または違反行為が原因で事故を起こした場合は、保険金が支払われないことがある。
（5） セーフ・フロム・ハーム（思いやりの心を育むプログラム）の実施により、未然の事故防止・早期の問題解決だけでなく、スカウト活動に対する保護者からの信頼や、地元地域の方々への大会への理解を得る。

2， 安全管理の組織と業務
・１９ＴＣの安全管理に関することを掌握するために、大会期間中に、統括安全管理者、安全管理者、ならびに安全係りをおく。
・管理者及び安全係は、安全に関する助言と勧告を行うと共に、責任者の指示に基づいて指導、監督を行う。
	名　　称
	担　当　者
	役　　務

	統括安全管理者
	実行委員長
【相馬啓二】
	大会期間中の全ての安全管理に関する事項を統轄し、野営長を補佐する。

	安全管理者
	副実行委員長
【櫻井政義・中村利久・池上正美】
総務部長【古川和男】
行事部長【髙村由美子】
野営管理部長【平本重子】
	１９ＴＣの安全管理に関する事項を統括し、統括安全管理者を補佐する。

	安全係
	参加隊で指名された者
	現場の安全管理をする。



3， 安全会議
（1） 統轄安全会議
統括安全管理者は必要に応じて安全管理者を招集し、自ら議長となって開催する。
（2） 安全会議
各管理者は必要に応じて安全係を招集し、自ら議長となって開催する。


第2章　野営生活における安全管理
1． 基本
（1） 安全で快適な活動をするには、指導者・スカウトとも予想される危険の予防に努め、安全を先取りすることが重要である。
1 出発まで規則正しい生活をおくり、体調を整える。
2 出発前2週間の健康状態に異常がないか確認する。（「健康管理チェック・行動記録シート」記入）
3 常に健康調査票を所持し、緊急の場合にはすぐに健康状態の確認、連絡などに対応ができるようにする。
（各隊隊長も健康調査票のコピーを所持し、緊急の時に対処する。）
4 活動中に体調がおかしくなった場合は、無理をせず申し出るようにする。
（2） 正しい用具の使用
1 活動のための用具の使用は、平素の訓練の成果を示すよい機会であることを念願において行う。
2 なた・斧・ナイフ等の取り扱いの安全管理を徹底し、刃物による傷を負わないように特に注意する。
（3） 新型コロナ感染症対策
1 当日朝、検温・体調チェックをして体調管理を徹底する。
2 各隊は、消毒液を準備し必要な時に適宜消毒をする。
3 発熱など、感染が疑われた場合は、速やかに運営本部に連絡し安全会議を開催し検討する。
　　　

2． 野営管理
（１）ゴミの処理
1 ゴミは各自持ち帰る。
（２）使用が許可されていない場所への立ち入りは禁止
①１９ＴＣ会場周辺の他人の土地には立ち入らない。
2 危険な箇所等の理由から、立ち入り禁止区域を設ける場合があるので注意する。

３．天候・地震等による対策
（1） 熱中症・日焼けの対策
・「熱中症」とは、体の内外の熱（体温・気温）のよって引き起こされる様々な体の不調の総称である。
・熱中症は、程度の軽いもののみならず、死亡等の重大な結果をもたらす場合がある。
・熱中症は、予防することが最も大切であり、また、予防しうるものである。
・思春期前の子どもは、体温調節力が十分に発達していないために熱中症リスクが高くなると言われてる。
よって、次の事項に留意する。
1 首筋や背中を直射日光にさらさないよう、作業帽と服装に注意する。
2 炎天下での作業に際しては、適時、日陰での小休止、水分、塩分に配慮する。
· 熱中症予防運動指数が「厳重警戒」（気温：31～35℃　暑さ指数（WBGT）28～３１℃以上）になった場合は、すべての活動を中止する。
（2） 雷対策
・落雷（らくらい）があると、大きな電圧・電流を受けるため、やけどやショックを生生じ、死亡等の重大な結果となる。
・グラウンド、平地、、山頂、屋根等の周囲の開かれた場所では、雷雲から直接人体に落雷（直撃雷）することがあり、直撃雷を受けると約8割の人が死亡する。また、落雷を受けた樹木のそばにいると、落雷を受けた樹木からの側撃雷をうけてしまうことがある。
・雷の予報や徴候を把握し、速やかに安全な場所に避難することが重要である。
これらのことから、落雷が発生した場合には次の事項に留意する。
1 「ゴロゴロ」という雷鳴（らいめい）が聞こえたり、雷雲を発見すれば、すでに落雷の危険が発生しているので、速やかに避難する。、直ちに安全地帯に避難する。
2 雷は、高いものに落ちる傾向がある。グランドやプール、堤防の上、砂浜、海上等の開かれた場所や山頂、屋根等では、人に落雷する危険がある。
3 鉄塔、高い木、ポール等には落雷の危険がある。これらの物体に落雷した場合、物体から4ｍ未満の周囲には側撃雷発生し、死亡事故に至ることがある。
4 腰をかがめてできるだけ低い姿勢で、速やかに安全な場所（鉄筋コンクリートの建物や自動車の内部】へ避難する。
5 落雷の進行方向とは、逆の報告に避難する。
6 落雷の危険があるところでは、傘をささない。
7 安全な避難場所を確保できない場合は、避難姿勢（・頭をなるべく低くしてしゃがむ。・両耳をふさぐ。・両足を閉じてひざは地面につかない。）
4， 風雨対策
1 台風や豪雨等によって屋外の活動が困難になった場合、危険が予測される場合は、スカウトの安全を確保すると同時に大会本部に連絡し、その指示に従って行動する。
2 台風の接近や天候の悪化について、大会本部は参加者へ注意事項、プログラムの予定などについて案内を行う。
5， 地震
1 地震については、予測が困難であるが、特に屋内（テント内）で地震が発生した際には、頭を抱え落下物を防ぎ、電灯やガラス戸に近づかない。
2 火気を使用している場合は、直ちに消火する。
6， 霧
1 霧が発生した場合、会場付近で道に迷う危険がある。また、霧の中雨具を身につけず長時間活動すると体温が低下し危険な状態になる。
2 道に迷った場合は、いたずらに動き回らず大声をだす、笛を吹くなどして仲間と連絡を取り合う。
3 霧の晴れ間を見て道路を探し、設置してある標識を利用して、方向を確認する。
7， 緊急待避
1 実行委員長は、台風や豪雨等によって活動が困難と判断した場合は、速やかに野営長に連絡するとともに、待避命令を発令する。
2 各隊の避難場所は、安全係の指示に従う。
3 実行委員長は、退避者及び待避先を把握し、本部会議と連絡を密にする。


第3章　　プログラム活動における安全管理
1．基本
　プログラム活動における事故を防止するには、関係者が方法・実施場所・施設、用具、人員等について、常に安全管理に即した対応をすることが求められている。また、参加者の安全管理に関わる注意義務を十分に尽くすことが必要であり、それぞれの立場で事前の検討と実施にあたっての安全対策を講じなければならない。

２，安全管理の方法
（1） 活動方法の安全管理
　プログラム活動の実施にあたっては、段階を追って、ゆとりを持って展開する。活動は一般的には準備運動に始まり、主なる活動の展開、そして整理運動の順となるが、技術の難易度、実施時間の長短・時期等についても留意する。
（2） 場所の安全管理
1 プログラム活動は、活動の目的に適合した施設で、周囲の状況を十分に把握したうえで実施する。事前調査を十分に行い、緊急時に備えた対応策を整える。
2 場所の整備が不十分なために危険な状況が予測される場合は、一時活動を中止して、ただちに修復する。
3 修復不可能な場合には、そのプログラムを中止する。
4 気象条件が著しく悪化して危険な状況が予測され場合には、関係者と協議のうえ、そのプログラムを中止する。
（3） 用具の安全管理
　　プログラムに使用する用具は常に点検を行い、破損した用具は絶対に使用しない。
（4） 人の安全管理
　　活動の主体となる人をめぐる安全管理は、身体の状況等、心の状況等、複雑な要素を含む。このため、健康観察による的確な指示と、参加スカウトからの自主的な健康申告を行い、小さな異常や変化の有無に気を配る。

３，安全指導について
　参加者一人ひとりに安全について理解させ、安全確保が習慣化するように指導し、次の事項について十分理解させる。
（1） 常に「健康調査票」を所持する。（隊指導者も「健康調査票」コピーを預かり、カバン等に入れて紛失しないように保管する。）
（2） ルールを守る。
（3） 自分の行動に責任を持つ。
（4） プログラムの正しい実施
（5） 用具の正しい利用
（6） 健康状態の把握
（7） 適正な服装と的確な行動

４，場外プログラムの安全管理
　場外プログラムの実施にあたっては、周囲の状況を良く調査し、また参加スカウトの体調等を十分考慮に入れ、安全体制を整える。
（1） 大会本部との連絡方法を確認しておく
（2） 十分にゆとりを持った時間配分をする
（3） 交通法規を遵守する
（4） 建物の状況を調査する
（5） ルールを守る
（6） 予測される行動への対策を立てておく
（7） 乗り物へに乗降、停車車両の前後の歩行などに十分注意する
（8） 引率指導者は、常にスカウトの人員把握に努める


第4章　救急・救助態勢
１，休憩所
　参加者の健康管理と軽易な傷病に対して、一時的に休憩所を設置する。

２，対　応
（1） 傷病者は、参加隊指導者（又は、近くにいる大会実行委員）による応急手当を受け、傷病の程度により必要と判断された場合は、参加隊指導者（又は、大会実行委員）の判断のもと、病院に搬送する。
　　　　ただし、緊急を要する場合には、直接消防署に搬送を要請する。
（2） 病院での診察治療費は自己負担となるため、参加者は「健康調査票」を2枚持ってくる。1枚は　隊指導者がカバン等に入れて紛失しないように保管し、もう1枚はスカウト自身が常に携行する。

【救急病院】
　　　　国際医療福祉大学病院
　　〒329-2763　　栃木県那須塩原市井口537-3
　　　　℡0287-37-2221

３，緊急連絡先
　参加者は、住所以外に緊急連絡先がある場合には、「健康調査票」にその連絡先と電話番号を記入する。

４，参加隊長の確認事項
各参加隊長は、次の事項を確認する。
（1） 近親者・所属団関係者への連絡。
（2） 帰宅を必要とするときには、その手続き、方法を所属団関係者と協議する。

５，事故発生時の一般原則
	内　　容
	方　　法

	被害者に対する措置
	傷病の程度に応じて、人命救助、健康保全のための必要適切な処置を行う。

	大会本部への通報
	「いつ、どこで、だれが、どうした」を通報し、「今しなければならないこと」の指示を受ける。

	搬　送
	障害の状況に応じて大会本部へ相談し、参加隊指導者（又は、実行委員）の判断によって病院に運ぶ。

	証拠の保全
	現場写真の撮影、事情聴取、図面の作成、目撃者の所属・氏名の確認に留意する。

	報告
	大会本部に、事故災害状況を報告する。



６，応急手当の一般的注意事項
指導者は事前にテキスト等にて救急処置方を再確認し、適切な処置を実施し、参加者に不利益が被らないように常に知　　識を整理し、救急対応の心得をしておく。そして、救助にあたるものは、当事者の生命を救うため、沈着冷静・迅速・的確に次の処置をとる。
（1） 意識の有無・傷の状態・症状等を考えて楽な姿勢で寝かせる。
（2） 重度の傷病者は、意識の有無、呼吸の有無、心臓停止の有無、体温、頭部のケガの有無を調べる。
（3） 一刻も早く手当てを要する傷病者を、素早く救急のための応急処置をする。
1 止血・・・止血法
2 心肺停止・・・気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、AED（自動身体外式細動器）の使用
3 熱傷・・・水をかけて冷やす。衣服着用部位であれば衣服の上から水をかける。
4 意識不明・・・横向きに寝かせて誤飲防止、窒息防止、症状観察
5 捻挫・骨折・・・固定して冷やす
（4） 外気温や症状に応じて、毛布等で保温する。
（5） 以下の症状の場合には、飲み物を与えない。
1 意識がない者
2 頭部、胸部、腹部に損傷がある者（損傷の疑いを含む）
3 手術が必要と予測される者
4 吐き気のある者
5 すぐに医師の診断が受けられる者
（6） 搬送前に傷病者の様子をよく観察し、緊急手当てを施した後、患部、安静を要する部位を保護しながら、頭,、肩、腰、大腿、下腿を支えて３人以上で運ぶ。

７，事故処理
	内　容
	方　　　法

	事故報告
	事故の人身・対物に問わず、直ちに安全管理者に報告する。

	人身事故
	事故が人身に関わる場合、事故発生場所で業務に携わる指導者又は安全係は、救護のための応急処置をとった後、事故報告の手続きをとる。

	安全管理者の処置
	事故報告を受けた安全管理者は、直ちに実行委員長に通報する。

	重症、死亡事故、行方不明
	発生事故が重傷又は死亡に至った場合、又は参加者が行方不明となった場合は、統括安全管理者は大会長の名により緊急対策本部を設置し、所属団・県連盟関係者に対して必要な事故処理を命ずる。

	事故処理の細部
	巻末事故対策図を参照のこと。


重症又は死亡事故発生に際しては、その近親者を現地に向かわせるための連絡を、所属団・県連盟関係者を通じて行う。
大会申し込み者に対しては「そなえよつねに共済」にて対応。
加盟員以外の一般参加者については、主催者側で傷害保険に一括加入する。

８，重大事故の処理
統括安全管理者は、重大事故発生に際しては、次のように処理する。
	内　容
	方　　　法

	対策本部
	事故処理のため、緊急対策本部を編成する。

	事情徴収
	事故に関わりのある指導者及び救助に立ち会った関係者から詳明な事情説明を受ける。

	救　助
	必要と思われるあらゆる救助活動に協力する。

	連絡調整
	被害者の所属隊長及び被害者が本部スタッフの場合は、所属団・県連盟関係者と密接な連絡をとり、事故処理の手続きを進める。

	報告書
	事故の状況及びその処理、その他援助を受けたこと等の報告書を作成し、速やかに大会本部各部に伝達し、事故再発防止に努める。なお、報告書には事故発生の責任の所在に関しては記載せず、明らかな事実のみを報告する。

	中止勧告
	安全のため必要と判断した場合は、大会長に対して中止、又は延期を勧告する。



９，緊急対策本部の構成員
　野営長の指名に基づいて、統括安全管理者が本部長となり、以下の部員をもって緊急対策本部を構成する。
・安全管理者　4名
・被害者の所属する団委員長
・被害者の所属する隊長
・被害者が本部スタッフの場合は、県連盟関係者

１０，外部発表
　　　事故に関する外部への発表は、県連盟事務局を通じて行い、参加者全員は不必要な言動によって誤解を招かぬよう、慎重な対応を行う必要がある。


事故対策図
実行委員長に報告
重大事故対策本部設置
安全係・指導者による応急処置
事故発生
・救護所へ搬送
看護師の処置
・安全管理者へ報告
重症・死亡事故
班に戻る　
・安全管理者に報告
・救急車の手配、負傷者の病院への搬送
軽症

1

